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印　刷　物　登　録
平成30年度　第78号

板橋清掃工場だより 
平成30年10月1日発行 第55号 

東京二十三区清掃一部事務組合 板橋清掃工場 
〒１７５－００８２ 東京都板橋区高島平九丁目48番１号 

☎０３－５９４５－５３４１ ＦＡＸ ０３－５３９８－２２１０ 

http://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/ 板橋清掃工場はISO14001 

認証取得工場です 
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― 
― 

― 
― 
― 

総発電量 

 66,496ﾒｶﾞﾜｯﾄ時 

(うち売却電力量 

 35,153ﾒｶﾞﾜｯﾄ時) 

★平成２９年度操業実績（確定値）がまとまりました 

板橋清掃工場 

残灰埋立量 

13,338 ﾄﾝ 

ｾﾒﾝﾄ原料化主灰 

336 ﾄﾝ 

エネルギー利用 

焼却炉 
 
焼却量： 
120,024 ﾄﾝ 

熱供給量 

 4,842 

ｷﾞｶﾞｼﾞｭｰﾙ 

(有償分含) 

高島平温水プール 

熱帯環境植物館 

一般家庭の電力使用量(年平均

3,120ｷﾛﾜｯﾄ時)に換算して約21,300

世帯の1年分を発電しています。 

地域の施設に、高温水に
より熱を供給しています。 

可燃ごみ 

122,616 ﾄﾝ 

地域の皆様からの日頃のご理解、ご協力に感謝し、今年も以下のとおりイベントを行うこととなりました。 
多くの皆様のご来場をお待ちしています。 

◆ 「いたこうフェスタ～行って、見て、知って、板橋清掃工場～」を実施します！ 

 日   時     11月3日（土） 午前10時～午後3時 

 場   所   板橋区高島平九丁目48番1号 

          板橋清掃工場管理棟1階ロビー及び駐車場 

 協力団体   板橋区 

 主な内容   工場見学、苗木無料配布（ブルーベリー、アベリア）、

          エコ工作、作業体験コーナー、えんとつ総選挙、 

          スケルトン清掃車展示＆写真シール撮影 など 

           ※参加者に記念グッズを差し上げます。 
 

お待ちしていま～す！ 

いたこうくん 当組合キャラクター 
くみちゃん 



平成30年1月9日
0.00000021

不検出
5.0 23

平成30年1月31日
0.00000054

不検出

ダイオキシン類
ng-TEQ/

㎥N
0.1 ―

水銀 µg/㎥N ― 50
塩化水素 ppm 430 10
窒素酸化物 ppm 84 50
硫黄酸化物 ppm 79 10
ばいじん g/㎥N 0.04 0.01

2号炉

ごみ発電電力量 約3,829万kWh 約4,085万kWh

実績 1日平均

項目 単位
法律

ごみ搬入実績 66,132トン 429トン

基準値 測定日及び測定値

460トン
ごみ焼却実績 66,878トン

協定書
1号炉

区分
平成29年12月～平成30年５月 参考：前年同期

実績 1日平均

367トン 69,513トン 382トン
70,839トン

平成30年1月9日 平成30年3月8日

不検出
不検出

34

不検出
不検出

33

平成30年1月31日
不検出
不検出

35
不検出

6.9

◆ 板橋清掃工場を見学してみませんか 
 清掃工場について広く知っていただくため、工場見学会を開催しています。 
 今年度も以下のとおり実施しています（ただし、7,8,9月の定期点検期間を除きます）。 

◆ 運営協議会を開催しました  
 平成30年6月29日（金）に、第72回板橋清掃工場運営協議会を開催しました。 

 運営協議会では、平成29年12月から平成30年5月までの6か月間における工場の操業状況

の他、環境調査結果、放射能等測定結果などについて報告しました。 

 主なものは下表のとおりです。 

 詳細は、板橋清掃工場のホームページに掲載しています。 

URL：http://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/kojo/itabashi/index.htmlをご覧ください。 

 
１ 工場の操業状況 

２ 環境調査結果（排ガス） 

月～金曜日
（８月及び祝日を除く）

 9：30～11：00
13：30～15：00

申込み、問合せ先 受付時間

個人 先着50名 毎月第２土曜日
（７,８,９月を除く）

13：30～15：00
板橋清掃工場

　技術係
０３－５９４５－５３４１

9：00～
　　17：00
（日曜日を

除く）団体 10名以上70名まで
（９名以下は「個人」）

申込人数 実施日 実施時間

※「不検出」とは、定量下限値未満を表します。ただし、全水銀は環境省が提示した表記方法に則り、定量 

  下限値未満で検出下限値以上の数値は括弧書きで示し、検出下限値未満を「不検出」とします。 

◆ 10月は不適正搬入防止月間です 
 皆様に清潔な環境で快適に生活していただくためには、清掃工場の安全で安定した運営が必要です。 

 このため、当組合では、10月を「不適正搬入防止月間」と 

して様々な取組を行います。 

 各ご家庭でも、正しいごみの分別など、ごみ出しルールを 

守っていただくようお願いいたします。 
 

 ごみの分別などのお問合せは 

 ●板橋東清掃事務所  ☎ ０３－３９６９－３７２１    

 ●板橋西清掃事務所  ☎ ０３－３９３６－７４４１ 
 ごみ怪獣「カーネン」、「フーネン」、「ソーダイ」 

ボクらを正しく分別するのダ！ 


